
規

則 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
実
施
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

目
次
中
「
第
六
十
条
」
を
「
第
六
十
条
の
三
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
章
第
一
節
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
本
人
の
申
出
に
よ
る
入
場
禁
止
） 

第
六
十
条
の
二 

競
輪
場
等
へ
の
自
己
の
入
場
禁
止
の
措
置
を
希
望
す
る
者
が
、
知
事
が
別
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
措
置
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
知
事
は
、
そ
の
者
の
競
輪
場
等
へ
の

入
場
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
つ
た
者
が
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
入
場
禁
止

の
措
置
の
解
除
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
知
事
は
、
そ
の
者
の
競
輪
場
等
へ
の
入
場
禁
止
の
措

置
を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
家
族
の
申
出
に
よ
る
入
場
禁
止
） 

第
六
十
条
の
三 

車
券
の
購
入
に
の
め
り
込
む
こ
と
に
よ
り
本
人
及
び
そ
の
家
族
の
日
常
生
活
又

は
社
会
生
活
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
状
態
（
以
下
「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
」
と
い
う
。
）
の
者
又

は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
家
族
（
そ
の
者
と
同
居
す
る
親

族
（
成
年
に
達
し
た
者
に
限
る
。
）
及
び
知
事
が
特
に
認
め
た
者
を
い
う
。
）
が
、
知
事
が
別

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
者
の
競
輪
場
等
へ
の
入
場
禁
止
の
措
置
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、

知
事
は
、
そ
の
者
の
競
輪
場
等
へ
の
入
場
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
競
輪
場
等
へ
の
入
場
を
禁
止
さ
れ
た
者
が
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
入
場
禁
止
の
措
置
の
解
除
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
知
事
は
、
そ
の
者
の
ギ
ャ
ン
ブ

ル
依
存
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
解
消
さ
れ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
競
輪
場
等
へ
の
入
場

禁
止
の
措
置
を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
六
十
一
条
第
一
項
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。 

十
一 

第
六
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
六
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
競
輪
場
等
へ
の
入

場
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
者 

十
二 

法
第
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
競
輪
施
行
者
（
埼
玉
県
を
除
く
。
）
が
本
人
又
は
そ
の

家
族
の
申
出
に
基
づ
き
競
輪
場
等
へ
の
入
場
を
禁
止
し
て
い
る
者
（
当
該
申
出
を
し
た
者
が

県
の
競
輪
場
等
へ
の
入
場
禁
止
の
措
置
を
希
望
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
） 



十
三 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
電
話
投
票
実
施
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
一

号
）
第
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
話
投
票
を
停
止

さ
れ
て
い
る
者 

十
四 
埼
玉
県
自
転
車
競
走
電
子
決
済
投
票
実
施
規
則
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
決
済
投
票
を
停

止
さ
れ
て
い
る
者 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


